
令和８年度愛媛県サイクル拠点施設再エネ設備等導入支援事業実施要領 

 

 

１ 目的 

  県は、この要領及び令和８年度愛媛県サイクル拠点施設再エネ設備等導入支援補助金交付

要綱（以下「要綱」という。）の定めるところにより、県内サイクル拠点施設への CO2排出量

の削減や再生可能エネルギーの創出・貯蔵（蓄電）につながる設備投資に対し、令和８年度

愛媛県サイクル拠点施設再エネ設備等導入支援補助金を交付することにより、県内における

脱炭素化の推進を促進する。 

 

２ 事業内容及び実施方法 

（１）補助対象者 

県内の補助対象エリア内のサイクル拠点施設に自家消費型太陽光発電設備及び蓄電

池設備を導入する民間事業者。 

（２）補助対象設備 

太陽光発電設備及び蓄電池設備 

ただし、要綱第４条の別表第１に規定する要件を満たすものに限る。 

（３）交付申請書の添付書類 

   要綱第６条の別表第２に規定する交付申請書の添付書類の詳細は、別表１のとおり

とする。 

（４）補助事業の開始及び完了 

補助対象者は、原則として、県から交付決定を受けてから補助事業の開始が可能と

なり、事業完了の日は令和９年１月 29 日（金）までとする。 

（５）実績報告書の添付書類 

   要綱第 10 条の別表第３に規定する実績報告書の添付書類の詳細は、別表２のとおり

とする。 

（６）自家消費割合報告書の添付書類 

   要綱第 18 条の別表第４に規定する自家消費割合報告書の添付書類の詳細は、別表３

のとおりとする。 

  

３ 受付期間 

  令和８年５月 20 日（水）～令和８年 12 月 25 日（金） 

  ※ただし、申請の受付状況により、期間の途中で申請の受付を終了することがある。 

 

４ 交付申請書の提出 

（１）問合せ・提出先 

   〒790-8570 

    松山市一番町４丁目４番地２ 

    愛媛県 県民環境部 環境局 環境・ゼロカーボン推進課 

    ゼロカーボン推進グループ 

    TEL：089-912-2349 

    FAX：089-912-2344 

    E-mail:kankyou@pref.ehime.lg.jp 

    （問合せのみ。提出は別途指示するアドレスに提出すること。） 

 

（２）提出方法 

  ア 押印欄に全て押印する場合 

    郵送又は持参にて提出すること。 

  イ 押印を省略する場合 

    ５を参照のうえ、別途指示するアドレスに、メールにて送付すること。 

    ただし、別紙２（暴力団排除に係る誓約書）については、押印が必要なので、別



途、郵送又は持参にて提出すること。 

また、申請者が電力販売契約事業者又はリース事業者の場合は、電力販売契約等

利用者との共同申請とし、双方の押印が必要なため、別途、郵送又は持参にて提

出すること。 

 

５ その他（押印の省略について） 

  ア 申請者が自ら太陽光発電設備及び蓄電池設備を導入する場合は、別紙２（暴力団

排除に係る誓約書）を除き、押印を省略することができる。 

  イ 押印を省略する書類の提出方法は、メールのみとする。 

  ウ 押印を省略する場合、各様式の下部にある欄に、責任者及び担当者の職・氏名及

び連絡先を記入すること。なお、責任者とは、支店長や営業所長等といった社内

において権限の委託を受けたものを指し、担当者とは、本取引に関する事務を担

当する者を指す。 

  エ 押印を省略する場合のメールの宛先は、別途指定する県事務担当者及び県・申請

者双方の上席者とすること。 

    ※Bcc は使用せず、To 又は Cc に上記宛先を指定し、要件としている送付先を確認

できる状態で送信すること。 



別表１（要綱別表第２（第６条）関係）  

提出物 必要部数 備考 

申 請 者

全員 

１.事業計画書（別紙１） 原本１部  

２.補助対象設備に関する資料 写し１部 

・補助対象設備に係る仕様書又はカタログ 

・設計図面（全体の仕様が確認できる書類） 

・機器配置図 

・システム系統図 

・単線結線図 

３.補助対象設備の導入場所の

写真 
原本１部  

４.発電量及び自家消費量に係

る根拠書類 
写し１部 シミュレーション等 

５.見積書 写し１部 

内訳書を併せて添付してください。 

※税込み 100 万円以上の場合は２社分必要

です。 

６.県税に未納がないことを証

する書類 

※県内に事業所がない事業者にあっ

ては、直近の事業年度の法人税又

は所得税の納税証明書 

原本１部 

県税の納税証明書は所管の県地方局（又は

支局）にて発行できます。個人県民税及び

地方消費税分の証明書は、提出の必要はあ

りません。 

７.暴力団排除に係る誓約書

（別紙２） 
原本１部  

８.サイクル拠点施設であるこ

とを証する書類 
写し１部 

レンタサイクルを実施している旨の記載が

ある自社ホームページの写し、サイクルオ

アシス認定通知の写し等 

※補助事業開始までに条件を満たす必要が

あります。 

９.その他知事が必要と認める

書類 
  

法 人 の

場合 

10.貸借対照表及び損益計算書

（直近２期分） 

※製造原価報告書、販売管理費明細を含

む 

写し１部 

損益計算書がない場合は、確定申告書（表

紙（受付印のある用紙）及び別表４（所得

の簡易計算））を提出してください。 

決算期を２度迎えておらず、２期分の貸借

対照表及び損益計算書を提出できない場合

は、個別にご相談ください。 

11.登記事項証明書 原本１部 
交付申請書の受付日時点で発行日から３か

月以内のもの 

個 人 事

業 主 の

場合 

12.確定申告書（第一表、第二

表、収支内訳書（１,２面））

又は所得税青色申告決算書 

（１～４面） 

※税務署の収受日付印のある直近２期分 

写し１部 

確定申告を e-Tax により、電子申告した場

合は、「メール詳細（受信通知）」を印刷し

たものを併せて提出してください。 

収受日付印がない場合、税務署が発行する

納税証明書（その２：所得金額の証明）を

併せて提出してください（コピー不可） 

決算期を２度迎えておらず、２期分の確定

申告書を提出できない場合は、個別にご相

談ください。 



電 力 販

売 又 は

リ ー ス

契 約 に

よ り 導

入 す る

場合 

13.電力販売契約又はリース契

約において、サービス料金

又はリース料金から補助金

相当分が控除されているこ

と等が確認できる書類 

写し１部 契約書の案、覚書、料金計算書等 

申 請 者

と 補 助

対 象 設

備 の 導

入 場 所

の 所 有

者 が 異

な る 場

合 

14.設備導入の同意書 写し１部 同意者の署名もしくは記名押印が必要 

 

※申請者が電力販売契約等事業者の場合、表中６，10，11，12 の提出物は、申請者（電力販売契約

等事業者）及び共同申請者（電力販売契約等利用者）の双方分を提出すること。 

 

別表２（要綱別表第３（第 10 条）関係） 

申 請 者

全員 

１.事業報告書（別紙４） 原本１部  

２.補助対象設備に関する資料 写し１部 

・納品書、出荷証明書、保証書等（設備の

確定仕様が確認できるもの） 

・機器配置図 

・システム系統図 

・単線結線図 

３.補助対象設備の導入場所の

写真（設備設置後） 
原本１部 

・各設備の全景写真（設備の設置状況及び

台数が確認できる写真） 

・設備の型式が確認できる写真（銘板等） 

４.補助事業に係る契約の証拠

書類 
写し１部 契約書等 

５.補助事業に係る支払い等の

証拠書類 
写し１部 

請求書、払込金受取書、領収書等（補助対

象経費の内訳が明記されていない場合は、

その内訳書又はこれに代わるもの） 

※電力販売契約又はリース契約において、

サービス料金又はリース料金から補助金

相当分が控除されていること等が確認で

きる契約書、覚書、料金計算書等をもっ

て代える場合にあっては、当該契約書、

覚書、料金計算書等を提出すること。 

６.取得財産等管理台帳・取得

財産等明細表（様式第６号） 
原本１部  

７.その他知事が必要と認める

書類 
  

売 電 あ

り の 場

合 

８.系統連系開始日が確認でき

る書類及び売電先との電力

需給契約書 

写し１部  



別表３（要綱別表第４（第 18 条）関係） 

申 請 者

全員 

１.報告期間内の太陽光発電電

力量が確認できる書類 
原本１部 

メーター等の計測票（月別）やモニターか

ら出力したデータ等をとりまとめたもの 

２.報告期間内の自家消費電力

量が確認できる書類 
写し１部 電力会社からの請求書等 

３.その他知事が必要と認める

書類 
  

電 力 販

売 又 は

リ ー ス

契 約 に

よ り 導

入 す る

場合 

４.電力販売契約等利用者の

電力消費量が確認できる書

類 

写し１部  

 


